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第６回 人への投資ワーキング・グループ 

  議事概要 
 

１． 日時： 令和５年１月27日（金）10:00～11:45  

２． 場所： 中央合同庁舎第８号館12階1224会議室 ※ZOOMによる開催 

３． 出席者：   

（委  員） 大槻奈那（座長）、中室牧子（座長代理）、菅原晶子、武井一浩 

（専門委員） 宇佐川邦子、工藤勇一、鈴木俊晴、水町勇一郎、森朋子、井上岳一 

（事 務 局） 林室長、辻次長、黛参事官 

（説 明 者） （厚生労働省）  

  青山 桂子 厚生労働省大臣官房審議官（労働条件政策、賃金担当） 

  吉村 紀一郎 厚生労働省労働基準局労働関係法課長 

  小川 武志 厚生労働省労働基準局労働関係法課長補佐 

  宮本 悦子 厚生労働省大臣官房審議官（雇用環境、均等担当） 

  青木 穂高 厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室長補佐 

  原口 剛 厚生労働省人材開発統括官付審議官 

  國分 一行 厚生労働省人材開発統括官キャリア形成支援室長 

  （有識者）  

  平田 未緒 株式会社働きかた研究所 代表取締役 

４． 議題：   

 （開会）   

 １． 多様な正社員（限定正社員）の活用促進 

 （閉会）  

５． 議事概要：   

 

○事務局 それでは、時間になりましたので、第６回「規制改革推進会議 人への投資ワ

ーキング・グループ」を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、御多用中、御出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。 

 初めに、事務局から会議に関する連絡事項を申し上げます。 

 本日はオンライン会議となりますので、画面共有はいたしますが、あらかじめ送付いた

しました資料を御準備いただきますようお願いいたします。 

 会議中は雑音が入らないよう、通常は画面左下のマイクアイコンでミュートにしていた

だくとともに、発言される際にはミュートを解除して御発言いただき、発言後は速やかに

ミュートに戻していただくよう御協力をお願いいたします。 

 また、本ワーキング・グループでは、後日議事録を公開するとともに、会議終了後、事
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務局より記者ブリーフィングを行うこととしておりますので、御承知おきください。 

 続きまして、本日のワーキング・グループの出欠状況について御報告いたします。 

ワーキング・グループの構成員につきましては全員御出席でございますが、菅原委員、

宇佐川専門委員が途中で御退席の予定でございます。 

また本日は、構成員の皆様に加え、武井委員、井上専門委員が御参加でございます。 

 それでは、以後の議事進行につきましては大槻座長にお願いしたいと思います。大槻座

長、よろしくお願いします。 

○大槻座長 ありがとうございます。

皆さん、おはようございます。それでは、本日の議題「多様な正社員（限定正社員）の

活用促進」について議論したいと思います。 

 本件については、まず、厚生労働省さんから、令和４年６月７日に閣議決定された規制

改革実施計画の実施状況について、また、無期転換の促進に向けた限定正社員の活用及び

限定正社員のキャリア形成に資する取組と今後の方針について御説明いただきます。続き

まして、有識者の方から、企業の現場における限定正社員の現状について御説明いただき

ます。 

 本議題に関する質疑応答は、各説明者の説明が全て終了してからまとめて行いたいと思

います。 

それでは、まず、厚生労働省さんから御説明をお願いしたいと思います。 

本日の御説明者ですが、厚生労働省大臣官房審議官、労働条件政策、賃金担当の青山桂

子様、厚生労働省労働基準局労働関係法課長の吉村紀一郎様、厚生労働省労働基準局労働

関係法課長補佐の小川武志様、厚生労働省大臣官房審議官、雇用環境、均等担当の宮本悦

子様、厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室長補佐の青木穂高様、厚生労働

省人材開発統括官付審議官の原口剛様、厚生労働省人材開発統括官キャリア形成支援室長

の國分一行様にお越しいただいています。 

それでは、20分ほどで御説明をお願いいたします。厚労省さん、よろしいでしょうか。

お願いします。 

○厚生労働省（青山審議官） 資料を用意しておりますが、３つに分けて、説明者が代わ

りますが、それぞれの担当から順に御説明いたします。 

 目次を御覧いただきますと、１つ目が令和４年６月の規制改革実施計画に定められまし

た労働契約関係の明確化の実施状況等、２つ目が限定正社員の活用、３つ目が限定正社員

のキャリア形成に資する取組でございます。 

では、１つ目の労働契約関係の明確化・無期転換ルール等について御説明いたします。 

３ページをお開きください。左側でございますが、労働契約関係の明確化でございます。

規制改革実施計画におきまして、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告

書も踏まえまして、職務や勤務地を限定するなどの多様な働き方を取り入れるといった変

化も視野に入れて、労働契約関係の明確化が図られるよう検討し措置を講ずると盛り込ん
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でおります。 

 右側の無期転換ルールでございます。具体的には、有期雇用を５年越えて反復更新する

と労働者の申込みにより無期雇用に転換できるルールでございますが、これによる無期転

換後の重要な受け皿の一つとして、我々は「多様な正社員」と呼んでいますが、限定正社

員が考えられるところです。この無期転換ルールの見直しの検討時期が到来しているとこ

ろから、こちらも併せて検討したものでございます。 

 下のほうでございます。この表の下から２段目ですが、これらについて昨年５月以降

12月まで複数回にわたりまして労働政策審議会労働条件分科会で議論を行い、12月27日

に報告書の取りまとめをいたしました。今回、この報告書本体のパワポの資料とは別途添

付させていただいておりますので、適宜御参照いただければと思います。 

 パワポの３ページに戻りまして、現在、この資料にはございませんが、この報告書の内

容を実施するための省令改正、告示改正の概要をパブリックコメントに付しております。

今後は、そのパブコメを終える２月以降、省令等改正案の要綱を労政審に諮問する予定で

ございます。 

 ４ページを御覧ください。この報告書のポイントを記載しております。上の段が労働契

約関係の明確化に関する内容でございます。「○」の中にポツが４つありますが、メイン

が１つ目でございまして、解説いたしますと、背景にある考え方としまして、職務・勤務

地等を限定した「多様な正社員」は、ワークライフバランスの実現や人材の確保に資する

働き方として、労使双方にとって望ましい形で活用していくことが適当であると考えられ

ますが、そうした中、他方で、労働条件が限定されていることが明確でなかったり、それ

が変更されたりといったケースでのトラブルがあり得るところでございます。 

 そうした労働者にとって将来に向けてどの範囲での異動があり得るかといったことを労

働契約の締結当初から明確にするために、１つ目のポツにありますように、労働基準法に

よりまして契約締結に際して労働者に明示することを義務づけている事項に、就業場所・

業務の変更の範囲を追加するものでございます。つまり、これを明示しないと労働基準法

違反になるということでございます。 

 なお、こういった明示は「多様な正社員」に限らず全ての労働者について必要とするも

のとします。 

 これはちょっと分かりにくいので、５ページの図を御覧ください。労働条件通知書で明

示すべき労働条件を様式として示しているものですけれども、現在の労働基準法の省令の

定めでも、就業の場所や業務の明示が必要なのですけれども、現在は雇入れ直後の内容を

示せば足りるとしています。これを今回の改正により、将来の変更の範囲を限定がない場

合も含めて示すことが必要となります。 

 ４ページにお戻りいただきまして、その他、上のハコの２つ目以降のポツです。関連と

しまして、２つ目のポツです。労働契約の内容を変更するときに締結時に書面で明示する

こととなっている事項がございます。契約期間、就業場所、始業・終業時間、賃金といっ
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たものですけれども、そういう事項についてはその変更のときにもできるだけ書面等によ

り明示するように周知いたします。 

 １つ飛びますが、４つ目のポツです。これまで個別の労働契約の話を差し上げましたけ

れども、併せて、事業場ごとに使用者が定める就業規則についても労働契約の内容となる

ものを書いていますので、そうした就業規則に労働者がアクセスしやすいように、備えつ

けてある場所などを労働者に示すことを明確化いたします。 

 今飛ばしました３つ目のポツが、勤務地など職務が限定されるケースでの労使間での紛

争で裁判になったことも多々ございますので、そういう裁判例などを周知し、紛争防止に

役立てるものでございます。その他、労使コミュニケーションなどについても報告書でま

とめております。 

 こうした措置が、労使間のトラブル回避はもちろん、「多様な正社員」の方々などに労

働者のキャリア形成上重要な道筋が明確に示されるという意義があると思っておりまして、

キャリア形成やワークライフバランスに資するものですし、使用者にとっても人材の確保

につながるものと考えております。 

 併せて、下の段の無期転換につきましても、このルールがより適切に活用されて無期転

換が促進されるような措置も求めました。左が更新上限の話です。有期雇用では、更新何

回までとか何年までといった上限を定める場合がありますけれども、そうした上限も雇入

れ時に明示することとします。右の方に行きまして「無期転換申込権が発生する契約更新

時」とあります。具体的にはこの契約中に５年が到来するという契約の締結のタイミング

なのですけれども、そういうときに無期転換の申込みができるということや無期転換した

後の労働条件を労働者に明示することも求めました。 

 また、下の方になりますけれども、その明示の際に、労働条件を決定するに当たって、

他の通常の労働者との均衡を考慮した事項についても説明する努力義務を設けることとし

ております。 

 以上でございますが、資料の７ページをお開きください。これは御参考につけておりま

すけれども、現在の無期転換ルールのハンドブックを周知しております。ここにおける事

例紹介におきましても、有期雇用から「多様な正社員」への転換が無期転換の一つのやり

方となることをお示ししているということで御紹介するものでございます。 

 この次の御説明は限定正社員に関するものでございますので、関連としてお示ししまし

た。 

 私からは以上です。 

 次は限定正社員の説明に移ります。 

○厚生労働省（宮本審議官） 雇用環境・均等局の宮本でございます。私からは、資料８

ページからの「限定正社員の活用について」を御説明させていただきます。 

 まず、９ページでございます。「多様な正社員（限定正社員）」制度希望の有無につい

ての資料でございます。 
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 パートタイム・有期雇用労働者に対しまして今後の働き方について調査したところ、グ

ラフの上のほうですけれども、全体の16％の方が「正社員になりたい」という希望をお

持ちでございました。この「正社員になりたい」という希望をお持ちの方のうち、どうい

った正社員になりたいかと聞いたところ、68.2％の方が「多様な正社員（限定正社員）」

を御希望されるという結果でございました。 

 では、その「多様な正社員」のうち、３種類ございますが、勤務時間を限定した正社員、

勤務地を限定した正社員、職種を限定した正社員のどれを御希望されますかということに

つきまして、複数回答でございますが、最も多かったのが「勤務地を限定した（転勤のな

い）正社員」が44.5％、次いで「勤務時間を限定した（短時間）正社員」が34.1％、最

後に「職種を限定した（職務内容の変更がない）正社員」が26.8％という結果でござい

ました。 

 次の10ページでございます。事業所におけます「多様な正社員」制度の導入状況につ

いての調査でございます。 

 平成30年度から令和３年度にかけましての調査結果が左側の枠の中にございます。多

様な正社員制度「あり」と回答した事業所の割合は、平成30年度の23％から徐々に増加

してございますが、令和３年度につきましては若干減少して20.1％になってございます。

これは、コロナ禍の中でテレワークの導入などが進み、人事労務全体に影響したことよる

ものと考えてございます。 

 では、具体的にどういった種類の「多様な正社員」制度があるかというのが右側の上の

図でございます。最も多いのが勤務地限定正社員制度。令和２年度の数字を取りますと

17％でございます。次いで短時間正社員制度。これも令和２年度のデータで16.3％。最

も少ないのが職種・職務限定正社員。令和２年度11.0%でございます。 

 その下の表が事業所規模別の割合でございます。これは令和３年度のデータでございま

すけれども、500人以上で40.2％、以下、事業所規模が小さくなるほど導入割合が低下す

るという現状が見てとれると思います。 

 次のページは、厚生労働省の雇用環境・均等局としまして、「多様な正社員」制度を普

及する事業についての御説明でございます。 

 令和４年度のものについて御説明いたします。令和４年度の予算額は5400万円でござ

います。具体的な中身はその枠の中にございます。 

 まず１つ目のポツでございますけれども、支援員による導入支援の実施・導入事例の取

りまとめでございます。これは、全国に社労士を中心として約20名程度の支援員を配置

しておりまして、こういった方によりまして、希望される事業所に、コンサルのようなも

のですけれども、その導入支援を実施しております。これは大体50社程度実施してござ

います。その上で導入事例の取りまとめを行ってございます。 

 ２つ目のポツでございますが、「多様な正社員」制度導入支援セミナーのウェブ開催で

ございます。これは２回実施することとしてございまして、既に１回目は８月に実施して
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おりまして、JTB、サミットから事例紹介をお願いしてございます。 

 ３つ目のポツでございますけれども、多様な働き方の実現に資する先行企業の事例の収

集でございます。これは20社程度を予定してございまして、現在作成中となってござい

ます。 

 ４つ目でございます。収集した様々な事例やセミナー動画などを、既にございます「多

様な働き方の実現応援サイト」で配信してございます。 

 こういったことによりまして、企業に対してより広く、分かりやすい情報提供、それか

ら個別支援によりまして事業主の自主的な取組を促進することとしてございます。 

 令和５年度につきましては、これから御審議いただきますので、こちらには掲載してご

ざいませんけれども、これらのものに加えまして、さらにアンケート調査による実態調査

を行い、それを踏まえました有識者による意見交換を開催しまして「多様な正社員」の在

り方について論議を行うこととしてございます。 

 私からの御説明は以上でございます。 

○厚生労働省（原口審議官） 人材開発担当審議官の原口と申します。よろしくお願いい

たします。 

 私からは２つございますけれども、12ページ以降となります。 

 人材開発の担当部局におきましては、労働者の職業能力開発であるとかキャリア形成の

支援に積極的に取り組んでいるところでございます。いわゆる限定正社員に限った取組で

はございませんけれども、キャリア形成支援に係る取組のうち、限定正社員のキャリア形

成にも資する取組につきまして２つほど御紹介させていただければと考えているところで

ございます。 

 おめくりいただきまして、13ページ目をお願いいたします。まず、キャリア形成・学

び直し支援センターについてでございます。 

 現在、令和２年度からキャリア形成サポートセンター事業というのを実施しておりまし

て、全国19カ所にキャリアコンサルタントを配置した相談体制の拠点を設けまして、労

働者個人に対するキャリアコンサルティングや、企業を通じた労働者へのキャリアに関す

る相談・研修の支援を実施しているところでございます。 

 来年度でございますけれども、この機能に学び直し支援の機能を付加・拡充いたしまし

て、キャリア形成・学び直し支援センターというものに改組というか創設いたしまして、

労働者個人や企業を通じた支援を全国で展開する方針でございます。 

 これによりまして、企業内でキャリアや学び直しに関する相談・支援を受ける仕組みで

あるとか、そのような機会がない方への支援を直接行っていくとともに、企業への働きか

けを通じまして、雇用形態に関わりなく支援を促していければと考えているところでござ

います。 

 14ページに移らせていただきます。キャリアコンサルタント向けの研修についてでご

ざいます。皆様御承知のとおり、雇用を取り巻く環境が変化していく中で、その環境変化
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への相談に応じるキャリアコンサルタントが様々な課題に対応できますよう、政策課題に

特化した研修をオンラインで実施しているところでございます。最近では、図の２の左側

のほうにございますけれども、昨年度は中高年齢者と外国人、その下のほうになりますが、

今年度は育児・介護との両立をテーマとした研修プログラムを新たに開発し、提供してい

るところでございます。 

 来年度でございますが、これらのプログラムに加えまして、右のほうのグリーンのハコ

になりますけれども、新たに多様な働き方等をテーマとした研修プログラムの開発を行う

方針でございます。 

 労働者の働き方も、本日の限定正社員や兼業・副業などいろいろございまして、雇用形

態は多様化しているところでございますが、こうした課題であるとか、社会的背景、関連

する法令や支援体制等の知識面に加えまして、相談事例のような実務面につきましても専

門の研修で取り扱うことにより、働く方の希望に応じた働き方についてキャリアコンサル

タントが支援できるようにしていけると考えて講じるものと考えてございます。 

 以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 続きまして、株式会社働きかた研究所様からヒアリングを行いたいと思います。 

 本日は、御説明者として、同社の代表取締役の平田未緒様にお越しいただいています。

それでは、15分程度で御説明をお願いいたします。 

○株式会社働きかた研究所（平田代表取締役） 働きかた研究所の平田と申します。「限

定正社員（多様な正社員）の現状と更なる活躍に向けて」というテーマで10分程度お話

をさせていただければと思います。 

 まず、簡単に自己紹介ですが、先ほど「多様な正社員」制度導入支援導入事業、セミナ

ーであるとか、導入支援員であるとか、事例の取りまとめをしている事業があるという御

説明が厚生労働省さんからありましたが、その委託事業の中で委員を務めさせていただい

ております。 

 では、その現状と課題と、さらなる活躍に向けてということです。 

 まず、厚生労働省さんのお話の中にもありましたが、今、正社員というものが大きく２

つに分かれていて、正社員イコール活躍とは限らないという現状が出ていることがなかな

か悩ましいところだなということを、すごく感じております。つまり、先ほどあった無期

転換ルールによって正社員、無期になった方と、新卒に限りませんけれども、そもそも正

社員として雇用されていて社内の昇進・昇格ルートに乗っている人とでは、実際には働き

方や処遇が大きく異なる。でも、無期であるがゆえに両方とも「正社員」というふうに呼

称されて何ら問題がないという状況が生じています。両者は同じ「正社員」というふうに

呼称されることが問題なくなっておりながら、実際には、昇進・昇格とか賃金テーブル、

仕事の与えられ方、つまり人事管理のカテゴリーのようなものが全く違っていることが、

特にパートタイマーが多い会社、大規模の会社においては、実際のところではないかと見
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えています。「ただ無期」と通称されたりしますので、資料には「ただ無期」と書いてお

りますけれども、無期転換ルールによって正社員化した人の活躍、それを能力のさらなる

向上あるいは発揮と捉えた場合に、明確にものすごくつながっているかといえば、疑問だ

なと思っています。 

 「ただ無期」の実態ですけれども、賃金や処遇が変わらない代わりに仕事も同じである、

これでよいということに法律上はなっているかと思いますが、そうなれば、やることが変

わらない、つまり、与えられる教育も変わらなければ、チャレンジすることもないので、

結果的に、一つの業務に熟達はするかもしれませんが、成長は限定的であると当然思える

と思います。そして、企業側としても、仕事が同じで、その熟練はあったとしても、その

内容とかレベルが変わらなければ処遇を上げる必要はないと考えるし、そんな余裕はない

というところが実際ではないかと思います。 

 ただ、無期化に伴い、従来よりは高度な仕事プラス拘束に就かせて処遇も高めていると

ころもあります。ただ、「いわゆる正社員」に求めるレベル・内容とは違っていて、有期

契約社員、これはパートタイム労働者であることが非常に多いわけですけれども、と、

「ただ無期」の方と、正社員というふうに、中での雇用区分が３分割されている。そうい

うふうに運用しているところは聞きます。 

 問題なのは、その「ただ無期」の人を「正社員」というふうに呼称することによって、

いわゆる同一労働同一賃金のところ、パートと正社員の均衡均等処遇の対象とすることに

よって、そこが合っていますよというふうに法遵守の手段としているところがある。この

ような実態も実際に見聞きしております。 

 「ただ無期」と言うと、無期をただ無期にするのは悪いようにも聞こえてしまうかもし

れないのですが、そんなことではなくて、企業側としては定年までの雇用責任を負うこと

になりますから、その方々をどのように活用していくのかということに当然目が向いてい

くことになると思います。有期であっても、反復更新をすれば無期とみなされるというこ

とがあると思うのですが、それに関する社会的な理解は、一般的な労働者がそういうふう

に思っているか、そして中小零細企業の雇用主がそういうふうに思っているかといえば甚

だ疑問。このような理解のグラデーションがあるなと見えています。 

 働く側が無期雇用契約になることのメリットは、やはり次期更新がなされるか否かの不

安からの解放というのが大きいと思います。安定雇用によって長期的な視点が得やすくな

るということも複次的効果としてあるかなと思います。次期更新の不安というのは、やは

り年齢が上がれば上がるほど、いわゆるエンプロイアビリティ的なものが、自身の能力と

かにかかわらず落ちていくというのが日本の現状だと思いますので、このことが高齢の方

にとって安心感につながっているのは間違いないと思います。 

 資料に「有期雇用契約の逆効果」と書いています。これは無期雇用契約の効果を逆から

表現しているだけなのですけれども、どうしても今がよければいいというふうな観点に立

ちやすい。それは、企業もそうだし、当人もそうであると思います。パート・アルバイト
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労働というのは時給であることがほとんどですので、今の１時間が1000円です、という

考え方に立ちやすい。すると当人も、労働時間と自分の価値をバーター的にとらえやすい。

そういう仕組みの中で働いていますから、逆効果も当然のことと思います。 

 「多様な正社員」の実際ですが、先ほど厚生労働省さんの統計でも増えているとありま

したけれども、実際に増えていると思います。大企業においては、このことが企業ブラン

ド価値の向上だったり、優秀な人材の定着・確保につながる。こういうふうに働きたい人

が増えているので、特に女性が多い会社、あるいは、人事管理に力を入れていて、そこで

の企業価値向上を目指しているような会社においては積極的な取組が見られますし、これ

を宣伝している企業も非常に多いと見えています。 

 中小企業においては、先ほど、統計上は少なくなっているとのことでしたが、実際のと

ころを聞いていると、無限定な働き方では優秀な人材を確保できない、つまり応募がなか

ったり、辞退されてしまうので、面接したときに個別対応で限定的な働き方を許すという

か、そういう契約内容にしているという実態があり、運用のなかで「多様な正社員」が進

んでいるような声を、中小企業の方から聞くことは多いです。 

 実際のもう一つとして、本人側ですが、限定正社員は、制度上、限定というものが昇進

の上限とひもづいていることがやはり多いなと思います。つまり、県内だけ、あるいは自

宅から通勤範囲でだけ異動する人と、グローバルに世界で英語を使って仕事をするという

人で考えれば、地域限定の人が大企業のトップになっていくみたいなことは、なかなか考

えづらいかなと。それは経験の与えられ方、成長のさせられ方が違う。企業の期待もやは

り違っているなというのが実際にはあると思います。 

 現状・課題として、活躍には双方の意欲喚起が必要だとしているのですけれども、企業

は「いわゆる正社員」で働く人、「多様な正社員」で働く人、「ただ無期」で働く人、

「非正規」、それぞれこういう人にはどんな活躍をしてほしい、というものをもっていま

す。あるいは働く人も、非正規である、短時間であるということによって、別途得たいも

のがあるわけですね。企業は「多様な正社員」にももっともっと成長してほしいと思って

はいると思うのですけれども、実際には昇進の上限を設けている場合があります。企業側

は、多様な雇用区分を使い分けることで、人材確保と利益確保の両方を狙っているという

ことが実際にあると思います。働く側は、低い処遇で働くことで、自由度、責任や時間、

そしてここは書きませんでしたけれども、地域ですね、転勤しないという自由度を得てい

るところがある。つまり、両者のニーズは合致しているので状況は動きづらいだろうなと

いうところがあります。不本意非正規の方は正社員化を歓迎し、流れに乗っていくと思い

ますけれども、非正規を選んでいるというのは、非正規を選んでいるのではなくて自由さ

を選んでいるというところにあるわけです。ここは当人の意欲喚起がなければ、これでは

進みづらいだろうなと思っています。 

 ただ、そういった結果として、非正規労働のまま高齢になった方々は、最終的にはやは

りいろいろな御苦労をしていくだろうという中にある。これは社会問題化しているのでは
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ないかと思います。実際、パート労働者の数を見ていると、高齢化が顕著に進んでいる。

実は、壮年・若手ではパート労働者は減っていて、高齢者のほうは増えているというのが

10年ぐらい前と比較してあります。 

 企業に対しては、対策としては柔軟な人事管理です。人は長時間働きたいとか短時間働

きたいわけではなくて、自分の生活環境に応じて価値観を大切にしながら働きたいと思っ

ている。結果として短時間だったり地域限定だったりしている。しかし、人生へのステー

ジやいろいろな刺激を与えられる中で、本人はどんどん変わっていきますから、企業側は

それをちゃんと見ながら、それこそ柔軟に丁寧な人事管理をして、限定の程度を変えてい

ったり、外していかないと、これ以上の活躍というところにも、上限が出てしまうのでは

ないかと思っております。 

 今後の対応策として個人側です。これは厚生労働省さんの範囲ではないと思いますけれ

ども、みんなが働く、そして働く時間も長いという現状において、仕事は人生における大

事な一部なのだよと。その中で、自分はどういうふうに生きたいですか、その中で自分は

どういうふうな仕事をしたいですか、そこにはお金の面も当然でてきますよというような、

いろいろな面における小学生からの教育というのでしょうか、人生教育みたいなものが実

は必要なのではないか。ただ、これは今の大人には効きませんので、短期的には無期転換

ルールだったり、限定正社員だったり、今、厚生労働省さんがされていることをより推進

する、あるいは周知することがとても大事ではないかと思っております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑応答に入りたいと思います。御意見、御質問がある方はZoomの「手を

挙げる」機能から挙手をお願いします。それを受けましてこちらから御指名いたしますの

で、御発言ください。いつもどおりですけれども、充実した質疑のために質問も御意見も

簡潔にお願いできればと思います。 

 それでは、挙手のほうをいただければ大変助かります。よろしくお願いします。 

 では、水町さんからお願いします。 

○水町専門委員 ありがとうございます。 

 「多様な正社員」を促進していただいたり、平田さんがおっしゃったように、活用して

いる例が出てきていることは非常に大切だと思います。その中で、法律的に考えた場合に

さらに何をしてほしいかという点を少しだけお話しすると、基本的に「多様な正社員」と

いうのは「無限定正社員」と比べて、例えば労働時間、残業があるかどうかという点や、

勤務場所、転勤があるかどうかということとか、ジョブの幅が広いか、ジョブが限定され

ているかというのが大きな違いになってきますが、その待遇について必ずしも今まで具体

的に明確な考え方が示されていないところがあって、その違いに応じた公平・公正な取扱

いがなされているか。これは、実は同一労働同一賃金ガイドラインの中では、基本給のと

ころで、こういう基本給制度を取った場合にはこういうふうに基本給の設計をしなければ
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いけない、均等均衡を実現しなければいけないよということが間接的には書かれているの

ですが、それについてルールや考え方が必ずしも具体的になっていないし、それが具体的

に理解されていない。 

 例えば、残業義務があるかどうかということで基本給とかそういうのに違いを設けてい

いのか、設ける場合にはどういうふうな形でバランスを取らなければいけないかとか、残

業もそうですし、職務の幅が広い人と狭い人との間で基本給等の違いを設けていいのか、

昇進のレベルに違いを設けていいのか、設ける場合には具体的にどういうバランスとかど

ういう考え方を取らなければいけないのか、同一労働同一賃金ガイドラインをもう少し。

今、同一労働同一賃金の徹底ということを厚生労働省さんでも言われ始めているので、そ

こをもう少し実質化、具体化するというのが１つ考えられるかなと思います。「多様な正

社員」のときに増えてはいっているものの、待遇がまだ「無限定正社員」と大きく違うし、

そこのルールがよく分からないというところがあるので、それが１つです。 

 あと、教育訓練です。正社員だけではなくていろいろな方に教育訓練、リスキリングを

しなければいけないということが言われていますが、実は今、同一労働同一賃金ガイドラ

インでどう書かれているかというと、職務が同一の場合には同一の教育訓練、職務が違う

場合には違いに応じた教育訓練をするということが書かれています。これが必ずしも具体

的にイメージされたり実質化されている状況にはないので、これも同一労働同一賃金ガイ

ドラインの中身をより具体化する、実質化するという観点になるのかどうか、いろいろな

やり方はあると思いますが、そういう観点で、「多様な正社員」にも実質的に教育訓練を

していくことが法的にも裏づけられるのだということを具体化したほうがいいかなと思い

ます。 

 もう一つ「ただ無期」という話がありました。今の同一労働同一賃金ガイドラインの建

前は、期間の定めのある労働者であったり、短時間労働者であったり、派遣労働者に対し

て正社員との間の均等・均衡という考え方になっていますが、その考え方自身は、実は正

社員間といいますか、無期フルタイム労働者と無期フルタイム労働者の間にも同じように

当てはまり得るものなのです。これは、パート有期法でなくても、労働契約法３条２項に

就業の実態に応じた均衡な取扱いをするということが書かれているので、その趣旨に基づ

いて、実は今申し上げたようなことは正社員・正社員間、無期フルタイム・無期フルタイ

ム間にも基本的には及ぶのだよということを厚生労働省さんとしてルールとして考え方を

示していくことが大切なのではないかと思います。 

 差し当たり、私からは以上です。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 それでは、厚労省さん、今の点について御回答、コメントをお願いしたいと思います。 

○厚生労働省（青山審議官） 労働基準局の青山でございます。 

 今回、「多様な正社員」につきましては、労働契約関係を明確化するとして、まずもっ

て限定の範囲などをお示しすることでキャリアの道筋が見えるようにしましたが、今の水
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町委員の最後のご質問へのお答えになる部分を申し上げます。 

 無期転換ルールの無期転換後は「ただ無期」なのか、一定の制約のある無期なのか、そ

の無期とその他の正社員との違いなどについて均衡を図るべきではないかという議論も

我々の検討会や審議会の中でもございました。その結果、まさにおっしゃったように、今

のパ有法では、無期同士の均衡というのは直接対象になりませんが、無期転換後の社員と

正社員につきましては、紹介があったように、労働契約法３条２項に、全ての雇用形態に

適用される均衡考慮という訓示的な規定がありますので、それに従って均衡がちゃんと図

られることを明確化しようとか、あと、均衡について考慮した事項を説明するよう努める

ということを告示や通達などで示していくこととしていますので、我々基準局としまして

は、無期転換を進めることでいろいろな無期の方が出てくることを前提として、そのよう

な雇用形態間での均衡も、法律に直接均衡義務が設けられているということではないにし

ても、周知を進めようと思っております。 

 すみません、厚労省の説明が続きます。 

○厚生労働省（宮本審議官） 雇用環境・均等局でございます。 

 水町先生から「多様な正社員」についても同一労働同一賃金のガイドラインを見直すこ

とによって具体化していってはどうかという御指摘がございましたけれども、現状のパー

トタイム・有期雇用労働法のたてつけにおきましては、「多様な正社員」につきましては

適用の対象とならないとなっておりまして、その旨御説明させていただければと思って発

言いたしております。 

 以上でございます。 

○水町専門委員 現状は分かっているので、現状をどういうふうに先に進めていくかとい

うときに、例えば同一労働同一賃金ガイドラインの中身についてもう少し具体化、実質化

するとか、その考え方というのは、青山審議官がおっしゃったように、労働契約法３条２

項を通じていろいろなところに波及し得るという考え方をお示しいただくと、中身の伴っ

た「多様な正社員」の普及とか、そういう形でいい方向に進むのではないかというのが私

からの意見というかお願いです。 

○大槻座長 厚労省さん、もう一度お願いいたします。今後についてということでお願い

します。 

○水町専門委員 具体的に言うと、同一労働同一賃金ガイドラインを「多様な正社員」に

関わるようなところについてもう少し具体化、実質化していくような検討をこれからして

いただきたいということです。中身については、議論する中で、こういうふうにすること

が考えられるかどうかというのは、今後また具体的に考えることになると思いますが。 

○大槻座長 厚労省さん、コメントをお願いいたします。 

○水町専門委員 一回引き取っていただいて、そしてまた後ほどに答えでも結構です。 

○大槻座長 いかがですか。そうされますか。 

○厚生労働省（宮本審議官）  
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 同一労働同一賃金ガイドラインでございますけれども、先生も十分御承知だと思うので

すが、パ有法に基づくガイドラインでございます。そもそもパ有法そのものが「多様な正

社員」を対象としていないということでございます。ですので、仮にそういった中身をガ

イドライン的なものにするということであれば、先ほどおっしゃいました労働契約法から

派生する何らかのものを新たに考えることになるのかなと思うのですけれども、それは所

掌を越えておりますので、コメントは差し控えたいと思います。 

○水町専門委員 例えば、パ有法に基づく同一労働同一賃金の考え方の中にも、短時間の

人とフルタイムの人とか、無期契約の人と有期契約の人の間で、労働時間・残業の有無の

違いがあるとか、転勤の有無の違いがあるとか、職務の幅の違いがある場合に、パート有

期法の適用上、その違いについて均等均衡をどう考えるかということは法的に問題になる

し、その点が必ずしも今、パ有法の中で具体的に理解されたり実質化するような書きぶり

になっていないのではないか。そこをもう少し具体的に実質化した上で、そしてそれは、

実は労働契約法３条２項の考え方によれば、無期・無期の間にも同じような考え方が及ぶ

のではないか。その２つの段階に法的にはなると思いますが、将来に向けてその考え方を

整理しながら、今、「多様な正社員」の処遇の中身もその働きぶりに見合った形になるよ

うな方向に法的な考え方なりガイドラインの考え方を整理していただきたいということで

す。 

○大槻座長 今後について今ここで即答することは、おっしゃるように難しいというのは

よく分かります。一方で、まさに今日のテーマというのは、「多様な正社員」を増やすだ

けでは恐らくもともとの趣旨に合った方向性に行かないかもしれない。その中には、今、

水町専門委員からもありましたけれども、教育・訓練等も含めて、全体に望むべき方向の

教育なども含めた形でやっていかなければいけないということだと。様々おっしゃってい

ただいた制度のそれぞれの働き方、契約だけの範疇でやっていたことだけでは、平田さん

からの説明もあったように、恐らく趣旨に合った形で生産性等は上がらないだろうという

ことの問題意識です。この点についての対応をどうするのかということで、非常に重要な

問題だと我々は思っておりますので、ぜひ今後もう少し議論を深めていっていただきたい

と思います。 

 コメントがないようでしたら、ここで次の点に移りたいと思うのですが、厚労省さん、

何かございますでしょうか。 

○厚生労働省（宮本審議官） 先ほどの水町先生のコメントに対するお答えでございます

けれども、パ有法に基づきます同一労働同一賃金ガイドラインにつきましては施行したと

いうことで、今ちょうどその施行状況を見守っているところでございます。その施行状況

を見守った上で、今後、必要があればガイドラインの見直しを検討してまいりたいと考え

てございます。 

○大槻座長 水町さん、いかがですか。追加で何かございますでしょうか。 

○水町専門委員 またこの後いろいろ議論させてください。今のお答えで取りあえず今日
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は承りました。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 ちなみに、今、最後に厚労省の青山さんからおっしゃっていただいた同一労働同一賃金

の施行状況の調査ということなのですが、これはどういうスケジュール感で進めていかれ

るのでしょうか。 

○厚生労働省（青山審議官） 宮本審議官がお答えしたものなので、宮本審議官からお答

えします。ちょっとお待ちください。 

○厚生労働省（宮本審議官）同一労働同一賃金ガイドラインの見直しにつきましては速や

かに着手をするというふうにされていますので、具体的な日程は決まっておりませんけれ

ども、施行状況の把握について可能な限り速やかに着手してまいりたいと考えております。 

○大槻座長 そうすると、施行状況の把握についてのスタートはまだしていないというこ

とですね。 

○厚生労働省（宮本審議官） しておりません。 

○大槻座長 分かりました。速やかにということなので、ぜひ速やかにお願いしたいと思

います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかの方、御指摘、御質問等いただけますでしょうか。委員の皆さん、いか

がでしょうか。 

 では、宇佐川専門委員、お願いします。 

○宇佐川専門委員 御説明ありがとうございました。 

 厚労省さんに、今後の話も含め教えてください。 

 キャリア形成を支援するためにキャリアコンサルタント向けの研修や、キャリア形成・

学び直し支援センターを拡充されることをお伺いしました。この取組は非常に重要と思い

ます。 

 その中で、特に今回、キャリア形成に紐づく学び直しをとのことですが、既に昨年度、

若者やIT関係、中高年などの取組をされた中で、実際に仕事につながるような支援をど

のように工夫し設計されたのか、もしくはされようとしているのか。キャリアにつながる

学び、成長産業にキャリアアップできる、賃金、処遇が向上するといった接続はどのよう

な形で、この事業の中に組み込まれているのか教えてください。 

 併せて、昨年度からの取組の中で良い兆しがあれば教えていただければと思います。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 それでは、厚労省さん、お願いします。 

○厚生労働省（國分室長） キャリア形成サポートセンター事業の関係ということでよろ

しいでしょうか。 

○宇佐川専門委員 はい。あと、キャリアコンサルタント向けの研修についても、今年度

既に開始されているとのことなので、良い兆しがあれば教えてください。 
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○厚生労働省（國分室長） ありがとうございます。 

 まず、キャリア形成サポートセンター事業につきましては、先ほど原口から申し上げた

とおり、令和２年度から実施してございます。具体的には、労働者の方からの声としまし

ては、自分のやりたいことが相談することによって明確になったとか、そういう声はいた

だいています。あとは、在職者の方の相談が中心になっているということなのですが、労

働条件がよくなったとか、賃金につながったとか、そこまでの定量的なものは、申し訳ご

ざいませんが、効果としては把握しておりません。ただ、満足度としては非常に高いとい

うことになってございます。 

 それから、研修事業につきましては、先ほどの多様な働き方とか企業支援の部分につき

ましては、来年度、５年度の実施の予定にしてございますので、先ほど原口からも申し上

げたとおり、多様な働き方、例えば今回の限定正社員もそうですし、フリーランスとか非

正規雇用の労働者の方とか、いろいろな人に対応できるようなものを、専門家の先生も交

えた検討会を作って研修のプログラムを作っていくということで、これは来年度実施をす

るものです。今年度につきましては、両立支援ということで、育児・介護の部分を中心に

やっていこうと。１月から開始をしているのですけれども、非常に多くの方に既に申込み

をいただいているということで、やはり時代に合ったものを作っていこうということにし

ています。 

 話はちょっと戻りますけれども、５年度の研修事業につきましては、そういう形で、専

門家の方も交えて、社会の実態をキャリアコンサルタントの方に伝えて、今の時代ですと、

賃金の面とか処遇の面とかを含めて、社会背景がどうなっているのか、企業の実態はどう

なっているかということも含めて、キャリアコンサルタントの方に知識として習得してい

ただくようなことを想定して、今、考えているところです。 

 お答えになっているかどうかわかりませんが、私からは以上でございます。 

○宇佐川専門委員 ありがとうございます。 

 前半でおっしゃっていただいたものは、満足度だと、多分、研修満足度になってしまっ

ているのではないかという気がしましたので、せっかくなので、賃金が上がったとか、処

遇が上がったとか、後追いで確認ができる方法をぜひ組み込んでいただきたいと思いまし

た。もしあったら。すみみせん。 

 後者のほうで御説明いただいたキャリアコンサルに関しては、私も受けてみたいなと思

うぐらいなのです。社会の実態を伝えて、これを学べば、今、社会実態としてはこの職種

だとこういう処遇だとか、こういうことが仕事上やりがいとして得られるとかということ

を紐づけるみたいなことを御検討されているのかなと想像したのですが、そのプログラム

に関しても来年度の研究事業の中で御検討されるのか、もう既に一部実行されているのか

を追加で教えてもらってもいいですか。 

○大槻委員 厚労省さん、お願いします。 

○厚生労働省（國分室長） すみません。まず１点目の利用者の方については、どういう
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形でフォローできるのか、１月も後半になってしまったので、もしかしたら、今年度の事

業としては難しいですが、来年度に向けてどういう形で入れるのかというのは考えていき

たいと思います。 

 ２点目のキャリアコンサルタントの研修については、来年度の部分がまだ白紙というか、

これから事業者の方を決定して相談、実施をしていくことになりますので、今、宇佐川委

員には別途にいろいろお話を伺う機会をいただいていますので、そのあたり個別に御指摘

いただいて御相談できればと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○宇佐川専門委員 ありがとうございます。せっかくの良い取組なので、実効果を示して

広めると良いと思います。ありがとうございました。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 続きまして、菅原委員、お願いします。 

○菅原委員 ありがとうございます。 

 先ほど水町先生からも御指摘がありました同一労働同一賃金のガイドラインを作成した

ときは、非正規雇用の方々の処遇改善が目的で議論されており、一歩前進したと思ってい

ます。ただ、一部議論にあったと思いますが、重要なのは、次のステップは正社員間の同

一労働同一賃金をどう実現していくかで、その一つが、限定正社員への対応と思います。 

 質問としては、まず、今回の限定正社員の政策目的を確認させてください。私の理解で

は、個人の多様なライフスタイルや価値観に応じて働き方を選べるというメリットや、企

業側としても、人材不足が深刻になっている中で、多様な働き方を提供することによって

人材確保ができるというメリットがある。これに加えて、正社員化による賃上げなど、よ

り処遇改善というところを狙っているのであれば、先ほど申し上げたような同一労働同一

賃金をもう一歩前進させることが必要ではないかと思うのですが。 

 ２点目の質問ですが、企業側にとっては区分転換希望の人たちと人員計画とどうマッチ

させるかという大きな問題にぶつかると思います。その辺の状態、企業へのヒアリング

等々でどのような実態があったか、どのような課題を抱えているかを教えてください。 

 ３点目ですが、正社員と限定正社員の業務内容、処遇差、それから評価体系、賃金体系、

昇進の機会やスピードなどをより一層近づけるという考え方もある一方、正社員のメリッ

トをどう考えるか。実態を見ると、ほとんど転勤がなくて、業務内容も限定正社員の人と

変わりないという正社員も存在している。正社員と限定正社員の処遇差、業務内容、評価

体系、賃金体系をどう考えるかというところは、雇用の在り方を根本的に見直すことにな

る。こうした問題についての企業の意見を教えていただければと思います。よろしくお願

いします。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 それでは、厚労省さん、お願いします。いかがでしょうか。 

○厚生労働省（宮本審議官） 御質問ありがとうございます。雇用環境・均等局の宮本で
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ございます。 

 まず「多様な正社員」の制度導入の政策目的でございますけれども、労働者の方々が多

様な働き方を選択できて活躍できる、これが最も大きな政策目的だと思ってございます。

一方で「多様な正社員」を導入する目的として、いろいろございますけれども、把握して

いる統計データによりますと、例えば人材の採用のためですとか、人材に活躍していただ

くため、あるいは労働者の方々が育児ですとか介護、そういった様々な事情を抱えており

ますので、そういったものに配慮するということがございます。 

 それから、企業の抱える課題についてでございます。これは2016年でやや時点が古い

のですけれども、調査の中で「多様な正社員」を新設する上の課題や導入が難しい理由と

いうものがございまして、最も多いものが区分が増加することで労務管理が煩雑、複雑に

なる、区分間の仕事・処遇・労働条件のバランスの取り方が難しい、「多様な正社員」の

働き方が限られるので人材育成やモチベーションの維持が難しいといったものがございま

す。 

 一方で、「いわゆる正社員」の方と「多様な正社員」の方の処遇の関係につきましては、

これもお答えになっているかどうか分からないのですけれども、「多様な正社員」のほう

も賃金格差ですとか昇進に上限があるということに不満があるのですが、一方の「いわゆ

る正社員」のほうからも、「いわゆる正社員」と「多様な正社員」の間の合理的な賃金差

が設けられていないとか、合理的な昇進スピードの差が設けられていないといった不満が

ございます。ですので、このあたりにつきましては、まずは労使の中できちんと話し合っ

ていただいて、適正な賃金水準ですとか昇進のスピードについて決めていってもらうとい

うことが大事なのではないかと思ってございます。 

○菅原委員  

 分かりました。話お話を聞いていて、同一労働同一賃金の処遇差とか賃金差に関しては、

やはり限定正社員を含む正社員の間の徹底を進めていく必要性を感じます。また、限定正

社員を希望する人が思ったより少なかったのではないか。同一労働同一賃金のガイドライ

ンが効いているので、わざわざ限定正社員にならずともそれなりの処遇格差が埋められれ

ばそれで満足している。先ほど平田さんのお話にもあったように、今を見ているとか、雇

用の安定を望むと意見にはそれで十分満足しているという面がある。むしろ、中長期的な

キャリアアップを考えるような人たちにとっては良い仕組みになる可能性があるので、も

う一工夫しないと、これ以上活用が進まないのではないか。いかがでしょうか。 

○大槻座長 厚労省さん、もう一度お願いします。 

○厚生労働省（青木補佐） 厚生労働省の雇用環境政策室の青木と申します。 

 御指摘ありがとうございます。正社員間の同一労働同一賃金的なものみたいな御指摘が

ございました。実際、労使の議論の状況を見ていますと、個々の企業、労使関係において

個別の交渉なりそういったものをどうするかという議論を一方で進められている中におい

て、労使ともに、国が「多様な正社員」の在り方自体に介入して、こうあるべきだという



18 

 

ことでドライブをかけることについて、ある種、慎重にしなければいけない側面も一方で

あるのではないかと思います。したがって、今やっている足元においては「多様な正社員」

制度を知ってもらう、やりたいところについてはノウハウ、好事例を含めて支援していく

ということをやっておりますが、それに加えて、さらに処遇改善、賃上げ、社員間の同一

労働同一賃金みたいなところに踏み込むことについて直ちにどういう議論になるかという

部分はありまして、そのあたりは十分な議論が必要なのかなと考えています。そういった

実態的な処遇まで踏み込んだ場合に、逆に使いづらくなる、個々の企業の労使関係や実態

に合っていないという御意見も他方であるのではないかということもありますので、そこ

はいろいろな方面の御意見を聞きながらということかなと考えております。 

 お答えになっているか分かりませんが。 

○菅原委員 ありがとうございます。 

 今の御発言を聞いてほっとしたのは、こういう問題は基本的に労使できちんと話し合っ

て、その合意が中核にあるべきなので、そういう意味で、労働基準法や労働契約法で定め

る範囲が広くなってしまうと、個人と企業の両者の契約の自由度を阻害するため、そうい

う考え方で制度を作っているということであれば良いと思いました。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 先ほど厚労省さんが2016年の調査に触れられましたけれども、企業が導入は難しいと

言っている理由として挙げていることは、今もほとんど変わっていないような印象があり

ます。今のデータがない中で難しいかもしれませんけれども、おっしゃっていただいたよ

うなモチベーションとか区分間のバランスの問題等々、こういったところについて、多少

は変わっているという印象はありますか。そして、今回こういった形で進めていくことで

もうちょっと改善していくという印象なり、めどなり、自信等はありますでしょうか。 

○厚生労働省（宮本審議官）  

 ただいまの御質問についてでございますけれども、2016年以降新たな調査を行ってお

りません。印象ということでございますけれども、実は、直近につきましては、コロナと

いうことで各事業所におけます働き方もかなり変わっておりますので、今の時点で印象を

申し伝えるのは難しいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○大槻座長 今後についていかがですか。これから様々な対策を、今、こちらのほうから

もいろいろな委員から意見とか提言に近いような形のものもいただきましたけれども、そ

れらも含めて、今後については、こうした企業が導入できない理由というのが減っていく

可能性はあると思われますでしょうか。そのためにもうちょっと進めるべきところという

のはありますでしょうか。 

○厚生労働省（宮本審議官） 先ほど最初の資料に基づいた御説明でも申し上げましたけ

れども、令和５年度予算につきましてはこれから審議をいただきますが、予算がつきまし

たら、来年度の委託事業の中でございますけれども、実態調査を行いまして、それを踏ま
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えて、さらに「多様な正社員」の在り方について議論してまいりますので、その中でどう

すれば企業における採用が進んでいくかということも議論できるのではないかと思います。 

 それから、事業の中で好事例なども集めてございますので、それに基づいて普及・推進

していくことも考えられると思います。 

 以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 １点気になるところは、何人か触れた方がいらっしゃったと思うのですけれども、結局、

今のところ、優先順位として、非正規なり有期雇用を選んでいたとしても、将来どうなる

かということに対してはっきりとした見通しを持てない中で選択をされている方もいらっ

しゃると思うのです。そういう方々に対して、キャリアコンサルなどを通じて、より厳し

い現実を見せざるを得ないということもあるのではないかと思うのですが、そういうアプ

ローチというのも考え得ると思われますか。 

 個人的には、ここから先賃金が上がっていくという前提で考えると、その恩恵に被れな

い方々との格差が広がっていきますね。そういったなかでも、先ほどのアンケートで見る

限り、多くの方々は今の有期雇用のまま働きたいとおっしゃっていますね。それについて

は、将来の目線で軸足を置いて考えていないのではないかという懸念がないでもないので

す。モチベーションアップアップとかキャリアアップという話に加えて、厳しい現実をど

う見せていくかという問題でもあるかと思うのです。漠然とした質問で申し訳ないのです

けれども、問題は非常に深刻ではないかと思うので、何かコメントがあれば教えてくださ

い。 

○厚生労働省（青木補佐） すみません、雇用環境政策室です。 

 おっしゃっている点、非常に示唆に富んでいて、ありがとうございます。厚労省として

古典的にやってくるのは労働法教育なのです。労働基準法でどういうルールになっている

か。また、同一労働同一賃金みたいな、水町先生の御尽力もあって、これに当たるものを

労働者に対してどう周知していくか。社会的に合意されたルールみたいなものを周知して、

実際に働く際に気をつけてほしいというところ、こういったところまでは現在取り組んで

いて、実は若者向けの「マンガでわかる労働法」みたいなものを作っていたりします。 

 その上でなのですが、この先、あなた方を取り巻く状況は厳しいのであるみたいな社会

情勢なり、置かれた個別の個々人の境遇に対してどこまで踏み込んで価値判断を伝えてい

くかというところについて、ある種、そののりを越えているのではないかと思う部分もあ

り、国がどこまでやっていくかというところについて少し慎重な議論が必要なのかなとい

う感じがしております。個人の主体的な人生設計なり選択について行政がどこまで踏み込

んで伴走していくかというところになってきますので、直ちにその議論には行かないのか

なという感じが印象としてしておりますけれども、またこういった点はやり取りさせてい

ただければと思います。 

○大槻座長 ありがとうございます。最終的に選択するのは個人個人の自由であるという
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ことはそのとおりだと思うのですけれども、見えていないことを見えるようにしていくと

いうことは、どこがやるかという問題は別として、恐らくやっていかなければいけないと

感じていた次第でございます。ありがとうございます。 

 続きまして、森専門委員、お願いします。 

○森専門委員 ありがとうございます。 

 今、座長がおっしゃったことは私もすごく実感していて、それこそ平田さんがおっしゃ

ったように教育の部分はすごく重要だなと思っているのです。今、私もいろいろなところ

で学校種に関わっている中で、例えば大学においてキャリア教育という名のもとの就職支

援活動が行われているのですけれども、そうではなくて、そもそもの働き方であったり、

ライフであったり、そういった長期的な視点のものを織り込んでいなければいけないかな

と思っています。 

 そしてもう一つ、金融教育が中・高で必修化されています。先ほど平田さんが最後にお

っしゃったような対個人の、例えば小学生からの人生教育というのがあったのですが、こ

ういったものというのは、金融だけではなくて、シチズンシップ教育なのかどうか分かり

ませんが、文科省ともしっかりとタイアップしていただきまして、教育の分野にも落とし

込んでいく必要があるのではないかと強く思っています。このあたり、もう少し平田さん

にお話をお聞きしたいと思っていますので、もし何か御感想、御意見があればお願いいた

します。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 平田さん、挙手もしていただいていますので、今の森委員からの点と、ほかにもござい

ましたら、どうぞ御発言をお願いします。 

○株式会社働きかた研究所（平田代表取締役） ありがとうございます。 

 では、森さんからの前に、前段階のところで情報提供できるかなと思って挙手いたしま

したので、そこからお伝えしたいと思います。 

 自己紹介いたしましたように、私は「多様な正社員」の普及・促進事業に関わっており

ます。その中で、正社員間の賃金差をどうするかということに関してですが、やはり企業

はそこに情報を欲しがっていると思います。具体的には、かつて行ったセミナーで、私が

基調講演を、さらに２社にご登壇いただいたのですが、そのうちの１社さんが質問を受け

て、いわゆる転勤がない人とある人の処遇差はどのぐらいですかという質問に対して、結

構ちゃんとお答えくださったのです。それに対する反響が大きかったのを記憶しています。

つまり、皆さん、処遇差をどういうふうに設けるかということには悩まれている。これを

法律でどうせよというのは難しいかもしれないのですが、あの企業ではこうしているみた

いなところを出してくださるところがあれば、もちろん望ましいものということになると

思いますけれども、それを事例として出していくのが、緩やかに社会をリードしていくの

ではないかと思いながらお聞きしておりました。 

 あと、「多様な正社員」が増え、いろいろなものが限定されることによって、企業側が、
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社内における人材活用の範囲であるとか自由性が損なわれることに悩まれているのは、間

違いないと思います。それによって、困った困ったとか、何を推進してくれるんだみたい

な本音も聞くのですけれども、私はそこにも一つの効果があると思っております。具体的

には、そうやって困ったことになると、どうすればいいかを考えるようになります。同時

に、どうすればできるかということを、企業の意思だけではなくて、労働者との合意がな

ければ本人が動きませんので、そこに対話が生じていく、そういうことが効果として見え

ます。今、そこがだんだん進んできているのではないかと思います。 

 同じように個人のキャリアに関して、ここは森先生のお話につながってくるかと思うの

ですけれども、自分を内省する、自分を振り返りながら、どう生きていきたいかを考える

ことが大事なのではないかと思っております。男女かかわらず結婚すると特に、仕事は、

家庭における労働というか、タスクというか、やることと、会社におけるやること、報酬

を得る仕事でやることと、どうバランスするか、どういうふうに効率化するか、と不可分

になってくると思うのです。そこを家庭内で話し合い考える際の視点として、いろいろな

働き方、いろいろな人生の歩み方があるということを提示する、そして考えてもらう。教

えるというよりは多彩な素材を提供して考えるきっかけにしてもらう。今、自分はこうだ

と思い込んでいることから、視野、視点を広げるということに関して、おっしゃっていた

ことにすごく賛成です。ただ、それには自分事として考えるというプロセスが不可欠では

ないかと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 森専門委員、よろしいですか。ほかに追加はございますか。 

○森専門委員 ありがとうございます。個人的な感想とすれば、主体的にキャリア選択で

きるような子供たちを育てていきたいと思っているときに、実は圧倒的に情報が足りない

のですね。今のような話を子供たちにもっと分かるように、または保護者が分かるように

するとかなり違ってくるのかなと思っているのですけれども、今のところはそういうツー

ルがないのです。私としましては、金融教育。金融でいいのかちょっと分からないのです

けれども、そういったところでもっともっと省庁間が協力して、本当に人を育てていくこ

とをやっていかないと、これは縦割りの悪影響が出ているなと思いました。 

 以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 ちなみに、これ、厚労省さんにお伺いしていいのか、文科省さんにすべきかもしれませ

んけれども、そもそも今日の議題になっているような有期・無期ですとか、限定正社員

等々というのは、学生の方とかはいつの時点で分かると思いますか。その実態だとか、こ

ういう制約があって、長い目で30年後、40年後にこういう形で自分の人生に影響が物す

ごくあって違いが大きいとか、そういったことはいつ分かると思いますか。 

 厚労省さん、もし何かあれば教えてください。 
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 もし厚労省さんのほうで今すぐにないようでしたら、また別途教えていただければと思

いますので、この場では。 

 ありがとうございます。 

○厚生労働省（宮本審議官） 十分なお答えになるかどうか分かりませんけれども、まず、

厚労省のホームページにおきまして様々な情報を分かりやすい形で「まんが Q&A」とい

う形で提供してございます。ただ、そこにどこまでアクセスしていただけるかというのは

ちょっと分からないということでございます。 

 それから、別の課で、女子学生向けに様々な職業の在り方についての情報提供をしてご

ざいますけれども、それも御覧になった御本人がどこまで我が事として受け取られるかと

いうのは把握してございません。「女子高校生のための仕事・進路選びガイド」もござい

ますし、大学生向けのものもございます。 

 これは他局のことですのでなかなか言いにくいのですけれども、各地域にハローワーク

がございまして、ハローワークのほうで学生向けに出前講座をやっておりまして、職業に

ついての説明などをやってございます。これも他局のことでございまして、実際、各地で

どの程度取り組んでいるかというのは、私は今、把握してございませんけれども、そうい

う取組をしているということを御紹介させていただきます。 

○大槻座長 ありがとうございました。イメージが分かりました。 

 ほかに御質問は。 

 水町専門委員、お願いします。 

○水町専門委員 ありがとうございます。 

 「多様な正社員」の待遇、先ほどお話ししたことについて平田さんに１つ質問と、併せ

て厚生労働省さんにお願いです。 

 勤務地限定であったり、職種限定であったり、残業なしという勤務時間限定という「多

様な正社員」について、例えば残業とか転勤のときには手当を上げるけれども基本給は同

じにするというような形で、公正な取扱い、モチベーションアップを図ろうとして、その

「多様な正社員」の活用がうまくいっている事例はいろいろなところで報道されたりして

います。そういうのを具体的に平田さんが御存じであれば、こういうのがあって、こうい

うのが今増えてきているよと。大企業の中か中小企業の中か、そういうのがあるかどうか

というのをお聞きしたいのが１つ。 

 それと、厚生労働省さんに対してです。実は「多様な正社員」の普及・拡大のための有

識者懇談会というのがかつて厚生労働省労働基準局長参集のもとで開催されて、規制改革

会議からお願いして厚生労働省さんに「多様な正社員」というので、労働基準局長のもと

で、今野先生が座長をし、私も委員として入らせていただいて、そこでは勤務地限定と

「多様な正社員」についての待遇についても記載しています。 

 その報告書の23。これは平成26年７月に出た報告書ですが、そこに書いてあるのを抜

粋して読み上げますと、「多様な正社員」と「いわゆる正社員」の双方に不公平感を与え
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ず、またモチベーションを維持するため、「多様な正社員」と「いわゆる正社員」間の処

遇の均衡を図ることが望ましい。そして、具体的に「いわゆる正社員」と比較した「多様

な正社員」の賃金水準は９割から８割とする企業が多く、また企業ヒアリングでは勤務地

限定正社員について、「いわゆる正社員」でも実際には転勤をしていない者がいることや、

「いわゆる正社員」と職務の範囲がそれほど変わらないことなどから、９割超ないし８割

の水準となっている企業が多い。いろいろヒアリングをして、そういう限定がある人とな

い人との間で大体８割から９割ぐらいの給与が多いのではないかというので、水準をここ

で示しています。そのときに比べて今のほうがもっと「多様な正社員」が増えて、待遇改

善も進んでいるのではないかと思うのです。 

 厚生労働省さんが今日お話しいただいた資料の11ページのスライドの「『多様な正社

員』制度の普及等」というところで「収集した事例やセミナー動画等を『多様な働き方の

実現応援サイト』で配信」と書かれていて、この「多様な働き方の実現応援サイト」で

「多様な正社員」について見てみると、待遇についてどう書かれているかというと、短時

間正社員のことがほぼメインになっていて、その待遇については、短時間正社員なので時

間に比例して給料・賃金を支払っているとしか書いていなくて、具体的に勤務地限定とか

職種限定の正社員もいらっしゃるのだろうけれども、その待遇について、私が見たところ、

この実現応援サイトの中で必ずしも明確に書かれていないということがある。これから調

査をされるときには、短時間正社員についてはパートタイム・有期雇用労働法の適用があ

るので比例にするということは求められていますが、勤務地限定、職種限定、勤務時間限

定の人たちについてどういう処遇がなされているのか。平田さんにこれからお答えいただ

くように、もう基本給に差をつけていない例がたくさん出てきて、それの活用が進んでい

るよということなのか。平成26年７月に書かれた報告書の中でも示しているような問題

意識から、さらに実態調査を行っていただいて、より先行して成功している活用例などを

周知していくことによって、労使のモチベーションとか、労使の話合いの材料を提供して

いくということを行っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 では、まず平田さんからお願いします。コメントございましたら。 

○株式会社働きかた研究所（平田代表取締役） ありがとうございます。 

 基本給を同じにして成功している企業事例ということですが、基本給という形で実際に

賃金を組まれているかはちょっと明確ではないのですけれども、実際にとある企業では全

くの時間比例で賃金を決めている。事由を問わず、短日と組み合わせ、所定労働時間を短

時間化することにおいて、きわめて柔軟度高く、全社員に自由に決めてよいというふうに

している。短ければ幾ら、働く時間が60％だったら６割みたいな感じでかっちりやられ

て、それは利用が進んでいる。人事の方は、この取組みで効果を目指しているし、これか

らもっと進めたいというようなことで手応えを感じられているような声がありました。 
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 もう一社、さきほどご紹介した会社ですが、ここでは転勤がない正社員の給与を基本と

して、転勤がある人を転勤プレミアムみたいな形で手当化されていました。つまり賃金の

土台は一緒だと考えられています。この取組みに関しても、社員の納得度が非常に高く、

導入してよかったということをおっしゃっていました。そのセミナーを御覧になったアン

ケートにおいても、新しい考え方として非常に受け入れられていたかなと思います。 

 今、ちょっと思い浮かぶところではそんなところでした。 

 以上です。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 基本給は働き方の制度にかかわらず同一にするような事例が、今おっしゃっていただい

た具体例を始めとして、傾向としては増えているのですか。 

○株式会社働きかた研究所（平田代表取締役） 増やそうとしているのかもしれませんが、

増えているとは見えていません。セミナーでは、やはり先進企業で、そういうふうになっ

てほしいと思うところをこちらも選定してお話をいただきます。なので、リードしていた

だいている、そんな認識です。そこのあたりの実態までは、私自身の企業との限られた接

点からはちょっと言いづらいかなと思いました。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 では、続きまして、厚労省さんからコメントがあればお願いいたします。 

○厚生労働省（宮本審議官） 先ほど御説明しましたサイトの中に、短時間正社員に限ら

ず、地域限定正社員についても好事例を掲載してございまして、その中には給与について

の掲載もございます。ただ、全ての企業さんにつきまして、給与について開示いただける

わけではないのです。私どももできるだけ給与について事例を収集して、周知していきた

いと思ってございますので、今後、できるだけ水町先生のおっしゃるよう、賃金などにつ

いても事例を集めて周知してまいりたいと思ってございます。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 水町専門委員、いかがですか。よろしいですか。 

○水町専門委員 はい。平成26年７月報告書で、そこに踏み込んだことを調査して書い

ているので、その問題意識を発展させたような実態調査をし、より具体的にバージョンア

ップしたものを作り出すという観点から、さらに実態調査なり取りまとめを進めていただ

ければなと思います。 

 以上です。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 続きまして、井上専門委員、お願いします。 

○井上専門委員 ありがとうございます。井上でございます。 

 今日の議論、とても大切なことだと思っています。「多様な働き方」というのが増えて

いくことは基本的には大賛成で、そういうことは進めていかなければいけないと思うので

すけれども、非正規雇用が増えてきた過程において「多様な働き方」というのがずっと言
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われてきた。経済界がそういうことを求めて、私、50歳を過ぎていますけれども、私が

20代の時は、派遣というのは自由な働き方で、時給で見たらすごく高いので、結構いい

働き方だよねということが言われて、若い人たち、特に女性たちがそちらにこぞって流れ

ていくという過程が派遣労働解禁の過程でありました。 

 ただ、結局ふたを開けてみると、何歳になっても賃金が変わらないであるとか、専門性

がなかなか高まらないとか、10年くらいたってから、いろいろな派遣のデメリット、非

正規雇用の問題があぶり出されてきた。ですから、「多様な働き方」という言葉自体はと

てもいいのですけれども、それを若い方たちが選んでいくときに、必要なことは知って、

正しく選べるようにすることが必要だろうと思います。例えば地域限定社員になるという

のは転勤がなくていいけれども、生涯賃金で言うとこれぐらい変わってきますよとか、デ

メリットもきちんと知った上で選べるような情報の出し方を企業の側に義務づけるという

か、指導するというか、そういうことは必要になってくるのかなと思います。 

 というのは、今、私、Ｚ世代の方たちといろいろな意識調査みたいなことをやったり、

議論したりするのですけれども、どのような政治信条あるいはライフスタイルを持ってい

る方でも賃金に対する関心はとても高いのです。やはり賃金というものが彼らのプライオ

リティーというか。働き方の選択において、自己実現とかそういうことも重要なのですけ

れども、賃金がどうなっているのかということをすごく知りたい、だけれども知れない。

この情報の非対称性みたいなものがあるなと思っています。そこのところに対して何らか

の手が打てないか。先ほど個人の生き方に行政がどれだけ寄り添うべきかみたいなお話が

ございました。行政は、特定の生き方に誘導する必要はございませんけれども、選択を助

けるための情報提供のルールを作ったりすることはできると思いますので、そこら辺を御

認識いただきたいというのが厚生労働省へのお願いでございます。 

 以上です。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 厚労省さん、コメント等ございましたらお願いします。 

○厚生労働省（青木補佐） コメントをいただき、ありがとうございます。 

 先ほどのコメントも相まって補足いたしますと、若年者向けの教育なり啓発みたいなも

のが大事と考えていて、あとは、おっしゃるように、出し方なりメッセージ性をどう作り

込むかということかと思っております。 

 それで、御指摘いただいたような選択に資する情報というものをどう出していくか。今

やっている労働法教育も、まさに雇用形態の部分については、今後は同じような視点から

選べるようにということで、ルールなどの情報を出していっているわけですけれども、そ

こから先の周辺部分の御指摘いただいたような情報についてどう出していけるかというの

はちょっと考えてみたいと思います。 

 企業への開示みたいなところになると、いろいろ議論があろうかと思います。まず、厚

労省で何ができるかというところについて少し知恵を絞ってみたいと思います。どうもあ
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りがとうございます。 

○大槻座長 井上専門委員、いかがでしょうか。よろしいですか。 

○井上専門委員 ありがとうございます。教育のところで、法律というか、制度がどうな

っているのかみたいなことを教えていくというのが大事なのですけれども、昨日、大学生

に言われたのですが、一体全体、大人になったら税金をどれだけ払うのかとか、そういう

基本的なことが学校では教えてもらえないと。三権分立とか、公民の授業とかでいろいろ

難しいことを教わるのだけれども、僕らが一国民として生きていくときに、どういう義務

があって、どういうお金がかかって、年金制度はどうなっているのかとか、そういうこと

は今まで全然教えてもらったことがないのですよねと言うんですね。若い方が生きていく

において必要な情報というのは、政治とか公民とか教育の制度がいろいろあるけれども、

実感として知りたいことが、そこでほとんど教えられていない。制度は教えているのだけ

れども、実態は分からないみたいな、そういう非対称があるなというのも、今、若い子た

ちと話していて感じるところなので、そこも何とかしたいなと思います。 

 コメントです。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 ほかの方々、どなたか追加の御質問、御指摘、コメント等ございましたら、お願いしま

す。 

 よろしいですか。 

 それでは、議論のほうも出尽くしたようですので、ここで議論終了とさせていただきた

いと思います。 

 本日も活発な御議論をありがとうございました。働きかた研究所の平田様、厚生労働省

の皆様にも、御説明と質疑に御対応いただきまして本当にありがとうございました。本日

御議論いただきました限定正社員を含む「多様な正社員」の活躍、促進につきましては、

限定正社員、つまり、職務とか勤務地を限定しつつも、期間の定めがなく安定して働くこ

とができる労働者が増加することによって、人手不足の対応とか個々の労働者の能力発揮

が図られるのと同時に、従来の無期限の、無限定の正社員が中心となるメンバーシップ型

からジョブ型への移行が自然に促されて、円滑な労働移動にも資する、そういったことに

もつながり得る大事な取組であると考えております。 

 厚生労働省の皆様におかれましては、本日の議論を踏まえて「多様な正社員」の活躍を

より一層進めるための方策について検討を深めていただくとともに、必要に応じまして省

庁間の連携等も念頭に置いていただくなどして、必要な措置を積極的に、しかも早期に実

施していただくようにお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして本日の議事は全て終了いたしましたので、会議を終了したいと思いま

す。 

 今後の日程につきましては事務局より追って御連絡します。 

 本日は、お忙しい中での御出席ありがとうございました。委員、専門委員の皆様、もし
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よろしければ少し残っていただければと思います。御説明の方々はここで御退席をお願い

します。ありがとうございました。 

以上 

 


